
ケーブルテレビ利用契約約款

株式会社日本ネットワークサービス（以下「当社」といいます。）は、当社が定める

ケーブルテレビ利用契約約款（以下「本約款」といいます。）に基づき、当社が設

置する有線一般放送用施設によるサービスを提供します。

第1条（当社が提供するサービス）

当社は、定められた業務区域内において次の各号に定めるサービス（以下

「基本サービス」といいます。）を提供します。

（1）当社が定める放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送、データ放送

の同時再放送

（2）当社が編成する自主放送

（3）その他当社が別途定めるサービス

2.当社は次の各号に定める周波数を使用して基本サービスを提供します。

（1）同軸伝送路においては、10MHzから50MHz、70MHzから770MHz

（2）FTTH伝送路においては、10MHzから55MHz、70MHzから770MHz、

950Mhzから2681MHz

3.当社は基本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社は変

更によって生じる損害の賠償には応じかねます。

第2条（利用契約の単位）

当社は、基本サービスの提供を受ける者（以下「加入者」といい、契約者と使

用者を総称したものとします。）と契約（以下「利用契約」といいます。）を締結

することとし、住宅（一般住宅・分譲集合住宅・賃貸集合住宅）及び非住宅（旅

館・ホテル・病院・事業所等）について引込線一回線ごとに行います。

2.	引込線一回線を複数の者が共用する形態の建物の利用契約は、住宅・非

住宅問わず、当該建物の所有者または代理となる者が一括して行うものと

します。

第3条（利用契約の成立）

利用契約は、基本サービスの加入者になろうとする者（以下「加入申込者」と

いいます。）が予め利用契約の内容を承認のうえ、当社が別に定める契約書

（以下「利用契約書」といいます。）を提出し、当社が承諾したときに成立した

ものとします。ただし当社は利用契約書の提出があった場合でも、次のいずれ

かに該当する場合には承諾しないことがあります。

（1）施設の構築あるいは保守が、技術上または当社の業務遂行上著しく困

難なとき

（2）加入申込者が、利用契約に係る義務を怠る、あるいは怠るおそれがある

ことが明らかであるとき

（3）加入申込者が、当社への債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあ

ると認められる相当の理由があるとき

（4）利用契約書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載し

たとき

（5）加入申込者が、未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後

見人の同意が得られないとき

（6）その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき

第4条（料金等）

当社が提供する基本サービスに係る料金は、別表の料金表に定めるところに

よるものとし、加入者は、その態様に応じて当社が請求する料金の支払いを要

するものとします。ただし、平成21年3月31日以前の増設契約（集合住宅・ホテ

ル・旅館・事業所・店舗等）についてはこの限りではありません。

2.	加入者は、当社が請求する料金を、当社が指定する期日・方法により、遅滞

なく支払うものとします。なお、金融機関に振り込む場合などの手数料は加

入者が負担するものとします。

3.	加入者は、料金の支払い期日を遅延した場合、支払うべき金額に対し、支

払い期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合で計算した額を遅

延損害金として、当社に支払うものとします。

4.	当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場

合、その端数は切り捨てます。

5.	当社は、基本サービスの提供開始後、本約款に定める場合を除き、一切の

返金には応じません。

6.	料金表を改定する場合、2か月前までに加入者に対して当社指定の方法に

より通知するものとします。

7.	当社が定める料金には、日本放送協会（NHK）の受信料（地上契約、衛星

契約）は含みません。

第5条（地位の継承）

相続または法人の合併等により、利用契約に係る地位を承継しようとする場

合、その地位を承継する者（新たに契約者になろうとする者）は当社所定の書

式により届け出るものとし、当社の承認を得た上で、利用契約に係る地位を新

たな契約者に承継（以下「名義変更」といいます。）することができます。

2.前項の名義変更による新たな契約者は、利用契約に係る一切の義務を承

継するものとします。

第6条（移転・移設）

加入者は、利用契約に基づく引込線（保安器もしくは受信用光伝送装置（以下

「ONU」といいます。）も含みます。）の設置場所の変更を、当社所定の書式に

より請求することができます。

2.前項の変更のうち、変更前の設置場所と同一の構内または同一の建物内

への変更について、当社は移設として取り扱い、変更に係る費用は料金表

の定めるところによるものとし、当該加入者にご負担していただきます。

3.前項に該当しない変更について、当社は移転として取り扱います。この場

合、当社は第3条（利用契約の成立）に準じて取り扱います。

第7条（利用契約書の記載事項変更）

加入者は、前二条のほか、利用契約書の記載事項に変更があったときは、これ

を証明する書類を添えて当社所定の書式により当社に速やかに届け出るもの

とします。

第8条（休止）

加入者が基本サービスを休止しようとするときは、当社所定の書式により、当社

に届け出るものとします。

2.	維持費を年間前納している加入者が前項の届出を行った場合、当社は前

納されている金額から既に利用した月数分を差し引いた残額を当該加入

者に返金します。

3.	第1項による休止をした加入者が、基本サービスの再開をしようとするとき

は、当社所定の書式により、当社に届け出るものとします。

4.	加入者は、休止に際して、当社に対する料金の支払いなど一切の債務を履

行するものとします。

第9条（解約）

加入者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の書式により、解約

希望日の10日前までに当社に届け出るものとします。

2.	維持費を年間前納している加入者が前項の届出を行った場合、当社は前

納されている金額から既に利用した月数分を差引いた残額を当該加入者

に返金します。

3.	加入者は、解約に際して、当社に対する料金の支払いなど一切の債務を履

行するものとします。

第10条（停止）

当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、第1条（当社が提供する

サービス）に定めるサービスのほか、第1条で定めるサービスを当該加入者に

提供するための引込線を使用する当社サービスの全部または一部を停止す

ることができるものとします。

（1）当社が指定する期日を経過しても、当社が請求する料金等を支払わない



（支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所

以外において支払われた場合であって、当社がその事実を確認できな

いときを含みます。）など、当社に対する債務の履行を契約者が怠ったとき

（2）当社が第1条で定めるサービスの提供にかかる設備等の更新のために

加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要

がある場合で、当該加入者と連絡が取れない、あるいは、当該加入者が

更新工事に同意しないなどの理由により設備等の更新ができず、かつ、

設備等が更新できないことによって当該加入者に対する当社サービス

の提供継続が困難なとき

（3）当社または加入者の責に帰すべからざる事由により当社施設の変更を

余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で当社サービスの提供継続ができ

ないとき

2.前項の適用をうけた加入者が、その停止の要因を解消した場合、当社は前

項により停止したサービスの提供を再開します。なお、前項（1）の場合には

所定の手数料を申し受けます。

3.	第1項による基本サービスの停止後、その停止の要因を解消せずに、さらに

3か月経過した場合は、当社はその利用契約を解除することができるものと

します。

4.	当社は、本条の規定によるサービスの停止あるいは利用契約の解除をしよ

うとするときは、あらかじめ当該加入者にその旨を通知します。ただし、緊急

やむを得ない場合はこの限りではありません。

第11条（責任事項・免責事項）

当社と加入者の責任分界点は保安器もしくはONUとし、責任分界点以降の

加入者の設備が起因となる障害、事故及び落雷などによる受信機の破壊に

ついて、当社は責任を負わないものとします。なお、ONUの動作維持に必要な

電気料金等の費用は加入者が負担するものとします。但し、当社が当社以外

の共聴施設等を利用し、サービスを提供している場合は責任分界点等を別途

定めることがあります。

2.	当社は、次の各号に掲げる場合に加入者が何らかの不利益や損害を被っ

ても、その責任は負いません。

（1）第1条（当社が提供するサービス）第3項による基本サービスの内容が変

更になった場合

（2）天災・事変・衛星の故障・気象変動・フェージング等による干渉障害・その

他当社の管理の及ばない事由により、基本サービスの利用に影響が生

じた場合

（3）当社の施設改修工事など、当社の事業運営上やむを得ない作業によ

り、基本サービスの利用に影響が生じた場合

（4）当社が、特定の契約者に対して基本サービスの停止あるいは解除を行

い、当該契約者が当社以外の放送事業者等に支払う受信料や視聴料

金等が払い戻されないなど事態が生じた場合

第12条（受信異常）

当社は加入者から、基本サービスに異常がある旨の申し出があった場合は、

速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の受

信機及び受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。

2.	前項の受信異常の原因が加入者の設備による場合、加入者はその改修に

要する費用を負担するものとします。

3.	加入者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、当該加

入者はその施設の改修に要する費用を負担するものとします。

第13条（便宜の供与）

加入者は、当社または当社の指定する者が施設の工事、検査、修復等を行う

ために加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への立ち入りに

ついて協力を求めた場合は、これに便宜を供与するものとします。

第14条（利害関係者からの承諾）

加入者は、利用契約の締結において、地主・家主その他利害関係者があると

きには予め必要な承諾を得ておくものとします。なお、このことに関して後日異

議等が発生したときは加入者が責任をもって解決するものとします。

第15条（禁止事項）

加入者は、次の各号に定める行為を行わないものとします。

（1）基本サービスを加入者以外の第三者に分配・配線等により供給すること

（2）本来の目的以外で当社の機器等を使用すること

（3）基本サービスの享受を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器

等以外の不正な機器等を利用すること

（4）個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用

することを目的とする場合を除き、基本サービスを使用した不特定多数

の者への映像等の上映、録画機その他の方法による複製及び係る複

製物の上映、その他基本サービスに係る著作権及び著作隣接権等を

侵害する行為

（5）当社の事業運営上支障を来たす行為

（6）その他本約款に違反する行為

2.	当社は、加入者が前項に違反したと認められる場合、当該加入者に通知の

上、利用契約の解除もしくは第10条（停止）で定める停止の措置を講ずるこ

とができるものとします。ただし、加入者の転居等都合により通知が到達でき

ない場合には、当社は当該加入者に通知することなく解除等相応の措置を

講ずることができるものとします。

3.	前項にかかわらず、本条第1項第1号から第3号に違反した場合は、加入者

が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡り、その期間の料金を別途

当社に支払うものとします。

第16条（加入者に係る情報の取り扱い）

当社は、基本サービスを提供するために必要となる加入者に係わる情報（「個

人情報」といいます。以下、この条において同じとします。）を、適法な手段に

よって収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入者等が当社に紹介する

被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。

2.	当社は、前項により知り得た個人情報（氏名もしくは名称、電話番号、住所も

しくは居所、請求書の送付先等）、及びその他当社が別に定める加入者に

関する情報を、次の各号に定める業務の遂行上必要な範囲を越えて利用

しないものとします。

（1）基本サービスの提供（顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障

害検知、復旧等）を開始、継続、または終了するために利用する場合

（2）当社が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する

場合

（3）サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足度、視聴状況及び解約

事由に関する調査や分析を行う場合

（4）個人情報の取り扱いについて、加入者から新たに同意を求めるために

利用する場合

3.	当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あ

るいは提携事業者と共同利用する場合があります。

4.	当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を

提供しないものとします。

（1）本人の同意がある場合

（2）加入者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払い及び回収の

ため必要な範囲でクレジット会社等の関係機関に個人情報を開示する

場合

（3）裁判官の発布する令状により強制処分として捜査、押収等（刑事訴訟

法第218条）がなされる場合



（4）法律上の照会権限を有する公的機関からの照会（刑事訴訟法第197

条第2項等）がなされた場合、その他法律の規定に基づき提供しなけれ

ばならない場合

（5）人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の要

請がある場合

（6）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）で認められてい

る場合

第17条（契約者の責任）

契約者は、契約者自身はもとより利用契約書に記載する使用者及び支払者に

及ぶ利用契約履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。

第18条（定めなき事項）

本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は

誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。

第19条（約款の変更）

当社は、当社ホームページへの掲載等当社所定の方法で予め加入者に対し

て変更内容を通知することにより、本約款を変更することができます。この場

合、料金及びその他提供条件は変更後の本約款によります。

附則（実施期日）　本約款は、平成25年1月1日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、平成27年12月1日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、平成28年5月21日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、平成29年5月15日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、平成29年10月1日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、令和3年10月1日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、令和4年6月1日より適用します。

附則（実施期日）　本約款は、令和4年6月30日より適用します。

クレジットカード支払いに関する特約

1.	加入者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の

規約に基づいて料金等を支払うものとします。なお、維持費の年払いについ

ては、クレジットカードでの支払いはできません。

2.	加入者は、加入者から申し出のない限り、継続して前項と同様に料金を支

払うものとします。また当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カー

ド会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカー

ド番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。

3.	加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった

場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。

4.	加入者は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合は

もちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況

によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により

一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。

「日本放送協会（NHK） 団体一括支払」に関する個人情報の共同利用について

当社は、以下の範囲内で必要な場合に限り、厳格な管理・監督のもと個人情

報を共同利用させていただきます。

①共同して利用する個人情報の項目

お客様の氏名、住所、電話番号、 申込日、支払コース ・NHK受信料の支払

いコース・請求・支払い情報、当社およびNHK顧客番号など

②共同して利用する者の範囲

当社ならびにNHK

③共同して利用する者の利用目的

団体一括支払業務の履行のため、団体一括支払の利用申込書記載の情

報ならびにNHKおよび当社が取得する団体一括支払利用申込者のNHK

受信料の請求・ お支払いに関する情報を共同して利用します。



（別表）

料金表 価格は消費税10％込みの表示です

住　宅 非住宅
一般住宅 分譲集合住宅 賃貸集合住宅 旅館・病院・事業所等

加入料金 引込線1回線につき
88,000円 0円 引込線1回線につき

88,000円
引込線1回線につき

88,000円

変更手数料 3,300円

（1）手続きに関する費用

住　宅 非住宅
一般住宅 分譲集合住宅 賃貸集合住宅 旅館・病院・事業所等

維持費※注5 引込線1回線につき
3,300円/月

一戸につき
3,300円/月

引込線1回線につき
台数×3,300円/月×60％

※注6
（1台の場合は一般住宅を適用）

引込線1回線につき
5台まで3,300円/月

※注6

引込線1回線につき
6台以上

台数×3,300円/月×20％
※注6

（3）月額料金の費用

（2）工事に関する費用
住　宅 非住宅

一般住宅 分譲集合住宅 賃貸集合住宅 旅館・病院・事業所等

標準工事費※注1 引込線1回線につき
17,600円

回線接続費
※注2

利用契約 引込線1回線につき
5,500円

再開
※注3

引込線1回線につき
3,300円

移転 引込線1回線につき
5,500円

移設工事費 7,700円（引込線切詰の場合）／5,500円（電源供給機等移設の場合）

V-ONU取付費（1台毎）
（電源供給機※注4含む） 6,600円

電源供給機（1台毎） ※注4 2,200円

その他の工事費 上記以外の費用については別途見積りの上算定します

※注１　標準工事費：利用契約・再開・移転・移設等の手続きの形態を問わず当社設備から加入者宅へ引込線（保安器もしくはONUも含みます）を敷設
する工事にかかる費用となります。

※注２　回線接続費：当社設備から加入者宅までの引込線が既にあり、当社設備のみ接続する工事にかかる費用になります。
※注３　休止の状態から同一住所、同一加入者の再開工事を希望される場合の工事費となります。
※注４　V-ONU動作維持に必要な電気を供給するための機器を指します。
※注５　年払い（年間前納）の場合、対象期間の起算月から11か月目までの維持費をお支払いいただきます。なお、日本放送協会（ＮＨＫ）の受信料（地

上契約、衛星契約）は含みません。
※注６　割引は引込線毎とし、台数=部屋数=戸数=分配数として算出します。

附則（実施期日）　この料金表は、平成27年12月1日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、平成28年5月21日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、平成29年10月1日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、令和2年10月1日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、令和3年4月1日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、令和4年6月1日より適用します。
附則（実施期日）　この料金表は、令和5年8月15日より適用します。


